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国民会議ブックレット②
『食品のダイオキシン汚染
-ダイオキシンから身を守

るために』が５月に完成し
ました。３月に発行した
『イヒ学汚染から子どもを守
る』に続く、２冊目の国民
会議ブックレットです。ぜ
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森脇靖子・情報公開法を活用し、海域、魚種ごとの汚染度を調査
『食品のダイオキシン汚染』出版記念シンポジウム

＠神山美智子・衆議院内閣委員会に参考人としｉｒ出席
＠山田久美子・「循環型社会における廃棄物処理とダイオキシン対策」シンポジウムの報告

藤田紘一郎・『化学汚染から子どもを守ろう』出版記念シンポジウム記念講演「超潔癖社会と免疫力」
藤原寿和・「ダイオキシンは危険でない」に反論！
中村晶子・「環境法の今」第１３回土壌汚染対策法
シリーズ・隣のＮＧＯ・環境政策への国民参加を提言する世界資源研究所
ｌｎｔｅｍａｔｉｏｎａｌＮｅｗｓＣ】ｉｐ（最近の国際動向）
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情報公開法を活用し、
海域、魚種ごとの汚染度を調査

． １ ・ １

食品プロジェクト座長森脇靖子

岡
民
会
議
烈

神
山
美

ｅＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ．２３

ブペ

．』

う

プ
ド
ヅ

切 り 身 一 切 れ で 、 Ｔ Ｄ Ｉ を 超 え る 魚 も

魚のダイオキシン類汚染と摂取量の関係を考える

上 で、 目 安 と な る 濃 度 値 を 計 算 して お き ま し ょ う。

例えば、体重５０ｋｇの人が１００ｇの魚肉を食べると、体

内に取り込まれるダイオキシン類の量（体重１ｋｇ当

たり）は、以下のようになります。

○ダイオキシン類濃度Ｉピコグラム／ｇに汚染された

魚 の 場 合、

１ピコグラム／ｇｘ１００ｇそ-５０ｋｇ＝２ビコグラム／ｋｇ

Ｏ２ピコグラム／ｇに汚染された魚の場合、

２ピコグラム／ｇｘ１００ｇ÷５０ｋｇ＝４ピコグラム／ｋｇ

健 康 に 危 害 を 与 え る こ と の な い １ 日 当 り の 量 を

「耐容一日摂取量」（ＴＤＩ）といい、体重ｌｋｇ当り

で、ピコグラム／ｋｇと表します。日本のＴＤＩは４

ピコグラム／ｋｇですから、もし２ピコグラム／ｇ以上

に汚染された魚を１００ｇ食べると、それだけでＴＤＩ

とを 目 指 し た の で す。や
二

２
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５ 月 １ ７ 日 に 開 催 さ れ た 出 版 記 念 シ ン ポ ジ ウ ム

情報提供していく日 本 人 の ダイ オ キ シ ン 類 摂 取 の ７ 割 以 上 は

魚 介 類 か ら

日 本 人 が 体 内 に 摂 り 込 む ダイ オ キ シ ン 類 の う ち、

全体の９５％以上が食事経由です。さらに、食事のう

ち魚介類は７５％以上を占めます。しかも沿岸魚のダ

イオキシン類汚染は依然として安心できるレベルで

はありません。海域や魚種によっては切り身一切れ

（約１００ｇ）を食べただけで、１日に摂取しても大丈

夫とされるダイオキシン類の量を超える可能性があ

り ま す。

にもかかわらず、これまで国は、海域や魚種ごと

の汚染状況を分かりやすい形で公表してきませんで

した。そこで、食品プロジェクトは、環境省、水産

庁、厚生労働省が行なってきた食品のダイオキシン

類濃度調査の発表資料を集めること、さらに情報公

開法を使って産地などの詳しい資料を開示請求する

ことから始めました。２００１年のことです。これらの

情報を、消費者の視点から分析し、分かり易い形で

響卜半］二回



を突破してしまいます．

私たちは今回、「提言」でＴＤＩ

を２ピコグラム／ｋｇにするべきだと

提案していますが、そうすると１ピ
コグラム／ｇの汚染魚で２ピコブラム

／ｇを突破してしまいます．魚の汚染

濃度１ピコグラム／ｇと２ピコグラム

／ｇという数値を一応の目安として汚

染のレベルを見てください．

ブ ッ ク レ ッ ト の 構 成 は 、 第 １ 章．

魚を食べても安全、第２章．魚介類

のダイオキシン類汚染、第３章．魚

介 類 の 汚 染 源 と そ の 対 策 、 第 ４ 章．

食事とダイオキシン類、第５章．妊

産 婦 と 若 い 女 性 の た め に 、 ま と め．

ダイ オ キ シ ン 問 題 は 終 わ っ て い な

い、国民会議の提言、です．

平 均 値 で は 分 か ら な い 魚 介 類 の

汚 染 実 態

平成１１年度環境省の調査によれ

ば、沿岸魚のダイオキシン類平均濃

度は１．４２ピコグラム／ｇです。東京

湾の魚介類の平均濃度は５．３０ピコグ
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ラム／ｇであったように、海域によって、汚染度に

は大きな差があります（図参照）。さらに、特に汚染

されやすい魚種（アナゴ、コハダ、タチウオなど）

があることも分かってきました。こうした魚を使っ

た献立によってはＴＤＩの４ピコグラム／ｋｇ、そして、

私たちの提案する２ピコグラム／ｋｇを大幅に超える

可 能 性 が あ り ま す。

若 い 女 性 、 妊 産 婦 そ して 乳 幼 児 の 食 生 活 に は

特に配慮して！

ダイオキシン類の毒性で特に気がかりなのが胎児

毒性です。微量でも胎児の発達に悪影響を与える可

能性があります。また、赤ちゃんが母乳を通じて摂

取するダイオキシン類の平均摂収量は、ＴＤＩの約２５

倍になっていることも気がかりです。汚染されてい

ない魚種を選んだり、食べる回数を減らす、訓理法、

食物繊維などを必ず献立に入れるなど、食生活を工

夫する必要があります。
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日 本 沿 岸 海 域 の ダイ オ キ シ ン 類 汚 染 円 の 人 き さ
は、各海域での魚介類のダイオキシン類の平均濃度を示す。

私 た ち の 提 言

沿 岸 の 海 は 、 過 去 に 排 出 さ れ た 、 そ して、 こ れ か

らも排出がっづくダイオキシン類の最終的な溜まり

場です。今後、魚介類の汚染が短期問で低減すると

は考えられません。日本人の食生活にとってとても

重要な蛋白質源である魚介類の一部が汚染されてい

るのは、とても悲しいことです。次世代の子供たち

の健康を守るためにも、魚介類のダイオキシン類濃

度 の 基 準 値 を 国 が 定 め 、 対 策 を 行 な う こ と 。 ま た、

ダイオキシン類から健康を守るために、先進各国と

比べても高いＴＤＩを２ピコグラム／ｋｇにすること。

などを中心に国民会議は１３項目の提言を行なってい

ます。今後、この提言を提言書にまとめ、国へ働き

か け て い く 予 定 で す。

注：本文においてピコグラムは、ｐｇＴＥＱを表します。
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「食品のダイオキシン汚染-ダイオキシンから身を守るために」出版記念シンポジウムからト

食品の安全を取り戻すために必要な
情報公開、市民参加

「食品のダイオキシン汚染-ダイオキシンから身

を守るために」（国民会議ブックレット②）の出版を

記念して５月１７日、東京・上智大学中央図書館で、

シンポジウムｒ食品のダイオキシン汚染 -ダイオキ

シンから身を守るために』が行われた。報告者は、

中下裕子・事務局長、立川涼・代表、森脇靖子・食

品プロジェクト座長、神山美智子・副代表の４名。

中下裕子氏は、「食品安全基本法はできたが、現在、

食品のダイオキシン汚染に関する法規制はない。今

後、どんな働きかけをしていけばいいか、議論する

きっかけにこのシンポジウムをしたい」と挨拶した。

次いで、立川涼氏は、科学や科学論争の社会性に

触れた。特に、環境や食品にからむ科学は、社会の

諸勢力の影響下から無縁ではいられないと。科学の

客観性というものは、自明ではなく、何らかの価値

観や利害を反映している場合が多いとも。この点を

考慮し、英『ネイチャー』誌など代表的な科学３誌

は、最近、発表論文に対し、研究資金の出所を明記

することを義務付けたという。

氏の講演を聞きながら、ｒダイオキシン神話の終

焉 』 （ 波 辺 正 、 林 俊 郎 著 、 日 本 評 論 社 ） が 、 ジャ
ーナリストや産業界に大量に配布されているという

事実を思い出した。業界の意図が働いているのだろ

う か。

次いで、森脇靖子氏から、ブックレットの概要が

紹介された（前出の森脇原稿参照のこと）。

神山美智子氏は、食品の安全確保を目的とする食

品安全基本法（５月１６日、参院本会議で成立）の制

定経緯と概要を説明した。同法により、７月には内

閣府に「食品安全委員会」が設置され、食品安全行

政は、委員会の専門家が食品摂取による影響や危険

を科学的に評価し、消費者の健康被害を未然に防ぐ

体制になる、と報道されている。

ＯＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ．２３

神山氏は、同法にはこれまでの食品分野での失政
の反省の文言がないこと、消費者の権利が明記され

ていないことノ旱卜学的 ”安全性一本の視点から内容

が規定され、食文化の視点がないこと、などの問題

点 を 指 摘 し た。

さらに、氏は、食品行政を監視する「食の安全・

監視市民委員会」が結成されたことも報告し、参加

を呼びかけた。同委貝会は、政府が近く発足させる

専門家集団、［食品安全委員会］に対抗する組織だと

い う。

質問、及び議諭の時間に入り、沿岸の天然魚との

比較で、輸入魚、養殖魚の汚染をどう考えるかが、

論 点 に な っ た。

沿岸の魚介類汚染が深刻だからといって、輸入魚

や肉食がより安全と考えるのは早計であること、輸

入工り、も海域によっては高濃度で汚染されていること、

養殖魚や畜産物には、抗生物質の投与などダイオキ
シンとは別の化学物質の問題があることなどが話し

合 わ れ た。

魚以外にもさまざまな食品のダイオキシン汚染を

懸念する会場からの質問に対し、立川氏はリスクを

分散させるという意味で「どんなに好物でも、同じ

ものばかり食べない、いろんなものを食べることが

重 要 」 と 強 調 し た。

国民会議は、すべての食べ物に不安を持たず食べ

られる社会を目指している。そのためにｃ；ｔご｜吉報が

公開され、その情報をもとに市民が政策形成に関わ

ることができるよう、今後も活動を続けていく。

（記：水口哲・常任幹事）



衆 議 院 内 閣 委 員 会 に
参 考 人 と し て 出 席
ｇＳ；，｀‘゛Ξｉ三≡

副代表神山美智子

４月９日、食品安全基本法を審議していた内閣委員会

に、参考人として出席しました。他の参考人は、ＢＳＥ

問題検討会会長だった高橋正郎さん、前全国消団連事務

局長・雪印乳業社外取締役日和佐信子さん、元ＮＨＫ解

説委貝・明治大学客員教授の中村靖さんです。

私は３点について意見を述べました。消費者の権利・

標置請求権・予防原則です。

アメリカのケネディ大統領が消費者には４つの権利が

あると宣言したのが１９６２年、消費者の権利を盛り込

んだ東京都消費生活条例ができたのが１９７５年。２１

世紀にふさわしい食品安全基本法には、消費者の権利条

項が必要と述べました。日和佐さんは、消費者保護基本

法に消費者の権利条項がない、現在改正が審議されてい

るので、これが実現すれば、食品安全基本法にも、消費

者の権利が入るはずだという意見でした。

次に、食品安全基本法は、一般国民とのリスクコミュ
ニケーションを実施するとしているので、その具体的手

段として、国民からの措置請求権条項が必要と述べまし

た。他の参考人は、高橋さんが食品安全１１０番を、日

和佐さんは全国で公聴会開催を、中村さんは食品安全ホ

ットラインを、とそれぞれ運用につき、意見を述べられ

ました。こうした運用は大事ですが、私はまず条文にき

ちんと書くことこそ必要だと思います。

予防原則については、基本法３条に「匡Ｉ民の健康の保

護が最も重要であるという基本的認識」と、また５条に、

「国民の健康への悪影響が未然に防止されるようにする

ことを旨として」と記載されていることから、すでに盛

り込まれているという意見もあります。しかし、食品健

康影響評価（リスク評価）に関する条文Ｃこは、明確に定

められていません。むしろ「その時点において到達され

ている水準の科学的知見に基づいて、客観的かつ中立公

正に行われなければならない」とされるなど、科学優

先・科学万能の思想と思われます。

その後若干の修正を加えられただけで、私の意見など

ほとんど考慮されることもなく、４月２２日には衆議院本

会議も通過し、このニュースレターが発行される時点で

は、参議院も通過していることでしょう。

東京弁護士会が１９８１年に提言した、まったく同じ名前

の「食品安全委員会」もスタートすることになります。

この委員会がリスク評価を行うのですが、その委貝７名

に消費者代表を入れる予定はないそうです。

新しく、食品の安全を確保し、国民の健康を保護する、

消費者保護に岫足を移したすばらしい法律ができるか

と、多くの消費者団体が半分は期待していました。しか

し、これで消費者優先といえるのでしょうか。

こうした状況を受けて、４月９日、市民で安全性評価

をしたり、国の安全委貝会に意見を述べたりすることや、

さまざまな団体と連携することを目的として、「食の安

全・監視市民委員会」が発足しました。私が最初の代表

に選出され、呼掛人の天笠啓祐さん、伊藤康江さんなど

が、常任運営委貝に選任されました。事・務局は日本消費

者連盟におかれ、事務局長は水原博子さんです。まず緊

急の課題として、厚労省が安全宣言をした体細胞クロー

ン牛問題を取り上げる予定です。専門家の協力も得なが

ら、ｉ削々者の立場、予防原川の立場から評価することに

なります。

当国民会議にも、団体会員として参加してもらいまし

た。国民会議が取り組んできた、食品中のダイオキシン

規制捉案も、市民委貝会と一緒に、さらに進めてゆくこ

とができるのではないかと思います。

国民会議の会貝の方も、ぜひ市民委員会に参加してく

ださい（連絲先０３-５１５５-４７６５）。個人年会

賞１０１０００円です。

ＮＥｖｖｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ．２３０



？森島訂循環型社会における廃棄物
処理とダイオキシン対策』の報告

循環型社会形成推進基本法とその関連法が次々と

成立し施行となっている。それでは政府のいうとこ

ろの「総合的な廃棄物対策」に光が見えたかという

と、事実上、わが国の政策は相変わらず焼却中心だ。

ｒ広域化を』という旧厚生省の通達によりゴ｀ミ減量に

逆行する現象が各地で起きているとの批判がある。

３月３０日に行われた本シンポジウムでは、サブタ

イトルをｒ自治・財政・技術面から広域化・大型化

の是非を問う』と題して討論された。冒頭に（株）

環境総合研究所所長の青山貞一一氏の基調講演が行わ

れ、その後パネリストとして、環境ルポライターの

津川敬氏、国民会議代表の立川涼氏が加わって、国

民会議ダイオキシン委貝会の藤原寿和氏をコーディ

ネーターとしてパネルディスカッションが進められ

た。以下にその概要を報告する。

● 青 山 氏 基 調 講 演 要 旨

【燃やさない・埋め立てないカナダの成功事例】
カナダのノバスコシア州ハリファクス市の住民参

画による万５と焼却・脱埋めたて政策の成功事例が挙げ

ら れ る 。 同 市 で は 住 民 の 激 し い 反 対 運 動 を 経 た が、

現在は住民参画により行政との協働で特徴的な政策

を進めている。その内容としては、

①５Ｒ：ｒｅｆｕｓｅ（発生抑制）、ｒｅｄｕｃｅ（削減）、ｒｅｕｓｅ

（再使用）、ｒｅｐａｉｒ（修理）、ｒｅｃｙｄｅ（リサイクル）に

よりゴミを上流から減らす

②生ゴミの堆肥化（日本製プラント、総工費６億円、

処理能力６０ｔ／日、引圧により臭いもなくり｜噴調に稼

動とのこと！）

③デポジットとリサイクルによる収益で地域行政が

７０％以上の建設費・維持費を支える

①最終処分場も実質的な住民参加で５年間をかけて

ｅＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ．２３

常 任 幹 事 山 田 久 美 子

立地選定し／ ‘ 燃 や さ ない、埋め立てない ” を 大 前提

に滅量計画

⑤処分場の排水等の有害物質はコミッショナー制度

により第三者が測定する等々、望ましい形で合意形

成がなされている。つまりハイテクではなくローテ

ク、中央支配によらず地域の創意工夫と技術で、充

分に健全な廃棄物政策が可能という実例である。

これと比較してわが国のいわゆる環境アセス法は、

『泥棒に金庫番』をさせるようなものである。行政が

水而下で決定した計画を押し通すべく、行政による

環境影響評価が行われているわが国の現実がある。

【遅れているわが国の食品中ダイオキシン類規制】

食品中ダイオキシン類の規制について、ＥＵでは

すでに食品・飼料中ダイオキシン類指針として、レ
ベル①最大許容値→レベル②行動指針値０．４ｐｇ-

ＴＥＱ／ｇへと動き出しており、さらに近いうちにレペ

ル③目標値０２ｐｇ-ＴＥＱ／ｇとされる予定である。また

米国環境保護庁（ＥＰＡ）では魚類摂取指針が定めら

れ、魚類中ダイオキシン類濃度により許容摂取回数

が決められており、全くの野放し｜犬態であるわが国

の政策はあまりにも遅れている。

【溶融も焼却も空を処分場としている】

現在のわが国の廃棄物処理対策として、次世代技術

と 謳 っ た ガ ス 化 溶 融 炉 が 各 所 で 導 入 さ れて い る が、

『焼却』から『溶融』では問題の本質的解決にはなら

ず、やはり空を処分場としていることに変わりはな

い。ガス化溶融炉はガス化の過程が入るが熱分解さ

れたガスを結局は燃焼させ、１３００℃の高温で焼却す

るため残さがスラグ化するだけのことである。

【国庫補助制度が諸悪の根源】

廃棄物行政においては、国庫補助制度は膨大な税金

が特定のメーカーに流れる仕組みとなっており、か



っ地方の創意工夫を潰すものである。またプラント

の建設費を国際比較するとわが国は５～６倍の異常

な高価格であることからメーカーの価格操作も伺わ

れ る。

現在のわが国の危機的状況というのは、利益配分

のトライアングル（政・官・業）とともに、現状追

認のペンタゴン（政・官・業・学・報）の存在があ

り、いわゆる御用学者と批判精神を失った報道のあ

り方にも責任がある。

● 津 川 敬 氏 の 発 言 要 旨

【広域化通達の弊害】

１９９５年５月の環境省（旧厚生省）によるいわゆる

『ごみ処理広域化計画』についての通達は、有害物質

排出抑制やごみ減量化の視点が皆無であった。この

通達によって焼却炉メーカーは活気づき、いわゆる

ガス化溶融炉が技術の上でも市場獲得の面でも無理

を重ねて契約と稼動に漕ぎつけたが、熾烈なシェア

争いに伴う不正受注も相当数発生しているとみられ、

三井造船や荏原製作所などの事件は氷山の一角であ

る 。

【ガス化溶融炉はイメージ商品、信頼性・安全性もゼ
ロに等しい】

スケールアップ障壁も克服されておらず、各所で

事 故 や 火 災 ・ 故 障 な ど の ト ラ ブル が 発 生 して い る。

しかし地方版で報道されることが多く、なかなか全

国の状況が一般市民や地方行政担当者には聞こえて

こないことが問題である。またこれらの事故をメー

カーは一様に作業員の人為的な単純ミスとして報じ、

構造や機能の欠陥ではないとしている。つまりガス

化溶融炉はイメージ商品であり、信頼性・安全性は

ゼロに等しく且つランニングコスト・メンテナンス

コストがともに嵩む税金浪費型の技術である。最後

に循環型社会に重要であるのはやはり炉に限ったこ

とではないがＥＰＲ（拡大生産者責任）が最も重要

で あ る。

● 立 川 涼 氏 発 言 要 旨

【ダイオキシン類削減への課題】

わが国におけるダイオキシン類の発生量の面から問

題を考えると、ダイオキシン特措法や関連施策で一

頃よりはダイオキシン類の発生量は急速に減ったと

１１

‾ ゛ ゛ - ” - ｍ ｔ
瓦、゜｀こぶ

基調講演を行う（株）環境総合研究所所長の青山貞一氏

考えられるが、ＰＣＢ処理という課題が残されてい

る。特にわが国のダイオキシン頬組成の大きな部分

を占めているコプラナＰＣＢは、廃棄物焼却由来よ

りは残存ＰＣＢ由来である場合が圧倒的に量が多く、

保管状態の不備などから散逸・紛失・拡散して未だ

に環境中に漏溢し続けていると考えられるため、Ｐ

ＣＢの処理を急がなければならない。現在わが国は

ＰＣＢ処理については化学処理で進めているが、時

間とコストの面から、焼却を選択した方がよいので

は な い か。

【有害物質規制の進め方】

明快な毒性の見えない有害物質の規制については、

全国一律ではなく地域によって受忍限度を盾にして

市民が知的レペルを高めながら戦い取るべきである

として、住民運動やＮＰＯ・ＮＧＯの活躍には大き

な 刈 待 を 寄 せ て い る。

＜ 会 場 か ら の 報 告 等 ＞

最後に会場からは、兵庫県内の人□３０００人の町へ

の総工費２００億円のガス化溶融炉の誘致が行われつつ

あるという問題捉起があった。同町は周辺の１１町に

広域化の声をかけ、住民説明会は半径１ｋｍの村で１

回あっただけで他の地元住民には何も知らされてい

ないという、まさに典型的なわが国のアセス法の問

題点を浮き掘りにした事例が報告された。

他にも活発に質疑応答がなされ、用意した資料が

足りなくなるほどの参加者もあって、シンポジウム

は 盛 会 の う ち に 終 了 し た。

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ．２３●
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超潔癖社会と免疫力

［ダイオキシン・環境ホルモン対策会議］は３月

２２日、東京都豊島区の勤労福祉会館大会議室で『化

学汚染から子どもを守ろう』と題するブックレット

出版記念シンポジウムを開催しました。

シンポジウムでは、国民会議副代表で小児科医の

毛利子来さんが「子どもの治癒力と化学物質」、そし

て東京医科歯科大学医学部教授藤田紘一郎さんが

「超潔癖社会と免疫力」について話され、最後に会場

とパネリストとの意見交換を行いました。ここでは、

藤田紘一郎さんのお話を紹介します。

（構成：山□香・編集委員）

私は普段から便利になりすぎたり、能率を良くす

ると、かえって不便になるという話をしています。

私たちの身休は、一万年前と細胞学的にも免疫学

的にも全く変わりません。一万乍前というと、裸で

ジャングルや野原を走っていたんですね。ところが

私たちは、綺麗なほうがいいということで、綺麗に

してきました。便利なほうがいいということで、便

利にしてきました。そうしますと、私たちの身体の

中で非常に変なことが起こっているのです。一万年

前から私たちの身体は変わっていないけれど、人間

だけが楽をしよう、得をしよう、そういう社会を作

ってきたのです。たとえば、いつでも食べられるコ

ン ビニ 食 は 便 利 で 良 い よ う に 見 え ま す。 と こ ろ が、

私たちの身体は好きな時、好きなだけ食べて良いよ

うな身体ではありません。

便利だからといっていると、落とし穴があります。

今日は「キレイ社会の落とし穴」について話します。

ＯＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ．２３

東京医科歯科大学医学部教授

藤 田 紘 一 郎 ぺ

綺麗にすることは良いことだけど、行き過ぎている

の で す。

綺 麗 な も の と は

私 の 専 門 は 細 菌 学 、 ウ イ ル ス 学 、 寄 生 虫 学 な ど

様々なばい菌に関することを研究していました。ち

ょうど３０年前、日本がバブル期で、多くの商社がイ

ンドネシアなど海外に進出していた時です。当峙イ

ンドネシアのカリマンタン島で木材を切ると、数十

億円と儲けることのできた時代です。ですから多く

の商社がインドネシアの山奥に進出しました。とこ

ろが、マラリアやアメーバなど恐い熱帯病にかかっ

てくるのです。そこで私はインドネシアのカリマン

タン島に行きました。すばらしいところでした。と

いうのは、うんちが川に流れているんですね。うん

ちをしていると、その横で洗濯をしているんですね。

洗濯は良いんですけど、歯磨きもやっているんです

よ 。 川 を 調 べ た ら 、 う ん ち か ら 回 虫 の 卵 が 見 え る。

若い子も、綺麗な子も、お風呂の水をその川で済ま

せ て い ま し た。

うんちの流れる川で子ども達が泳いでいるのを見

て、「君たちはなんて野蛮だ、こんなところで泳いで

いたら病気になるよ」と思いました。ところが肌を

見たらとても気持ちの良い黒光り、みんなとっても

綺麗ですよ。そして、子ども達に、「君たちは野蛮人

だよ。うんちが流れてるところでよく泳ぐよ」と言

いました。そしたら子ども達が「ドクター、うんち、

おしっこなぜ汚いのですか？」と言われました。当

時私は医者になったばかりで、うんちは排泄物だか

ら汚いに決まっているじゃないかと言ったわけです。



ところが今考えると、うんち、おしっこは本当に汚

いでしょうか９うんちの成分の半分はお腹の中にい

た腸内糾菌ですよ。生きた腸内細菌も死んだ腸内相

薗も。前の日、消化しなかった繊維、水分、ミネラ

ル、そんな汚いものではないですよ。才ｌ訓こ出たばか

りのおしっこは無菌ですよ。だからばい菌がいるの

が汚い、いないのが綺麗といいますと、一番世の巾

で綺麗なものは出たばっかりのおしっこですよ。一

番汚いのは口の中です。ばい菌の数と種類が一番多

いのは口の巾ですよ。だから［３本では平気でキスを

して、おしっこをなめられない、本当におかしいで

すよ。それを言うと私がおかしいと言われますけれ

ど（笑）。非常に日本人はうんち、おしっこに関して、

強い嫌悪感を持っている。行き過ぎているんですね。

日本では、うんちが流れている川で顔を洗い、歯

磨きをするなんてとんでもないと言われていますけ

れど、ご存じのようにインドのガンジス川では、う

んち、おしっこが流れ、人や動物の死体も流れてい

るんですよ。そこで口を濯いだり、身を浄めたりす

る人達が非常に多い。つまり世界を見ると日本は特

殊 で す よ。

ア レ ル ギ ー の 原 因

インドネシアの子ども達は、アトピー、喘息、花

粉症になりません。なぜ、うんちの流れている川で

遊んでいる子ども達か、アトピー、喘息、花粉症に

ならないのか。これが私の研究テーマになりました。

調査を通じて、アレルギーを抑えていたのは、お

腹の中にいる回虫だけでなく、身の回りのばい菌も

抑えているということがわかりました。私たちには

１０種類の菌がいて、皮膚を守っている。手にばい菌

が出ますと、手はこんなにばっちいですよと敦えて

きたんですけど、これは間違いです。手はこんなに

多くのばい菌さんで守られていると言わなくちゃい

けないのに、ばい菌を排除してしまっている。

大腸菌を悪者だといって、抗生物質、殺菌剤を使

い ま す。 そ う し ま す と 、 大 腸 菌 も 生 き 物 で す か ら、

なんとか生きようとして、奇形の大腸菌が今まで２００

種類ぐらい出てきました。その中の１５７番目がＯ-１５７

です。だからＯ-１５７はキレイ社会にいるのです。イン

ド ネ シ ア で は い ま せ ん 。 アメ リ カ 、 カ ナ ダ、 日 本、

イギリス等、そういったキレイ社会です。

なんでも除いてきますと、ますます敏感になって

きます。地球が生まれて４５億年、生物が生まれて３７

億年経っています。抗生物質もなかったのに私たち

は生きてきた。というのは、いろんなばい菌さんを

棲 ま せ て 、 そ の 力 で 自 然 の 抵 抗 力 が 出 来 た の で す。

だ か ら 、 自 然 治 癒 力 を つ け る こ と が 必 要 な の で す。

つまり、綺麗な部屋でコンピュータゲームをするの

ではなく、泥んこ遊びをすることです。

禾似よ沖縄で子ども達を集めて、アレルギーになっ

ている人はどんな子か、子どもの遊び場との関連を

調べました。そうしましたら、本当に泥んこ遊びし

た子はアレルギーにならない。部屋でコンピュータ

ゲームをする子の方が非常になりやすい。アトピー

に な る 遺 伝 的 な 体 質 は も ち ろ ん あ り ま す。 し か し、

その遺伝的なものを越してはっきり出ています。ア

レルギー体質の子は綺麗な部屋でコンピュータゲー

ムをしている子が非常に多くなっています。そして、

泥 ん こ 遊 び して い る 子 に は 出 て な い。

行 き 過 ぎ た 結 果

｜ ］ 本 で ス ギ 花 粉 症 が 第 一 例 が 見 つ か っ た の は、

１９６３年です。４・Ｏ年前に［］光の患者さんでした。しか

し、ロ光の杉花粉は１７世紀から飛んでいるのです。

スギ花粉は１７世紀から飛んでいたけれど、花粉症の

人はいなかった。日本人はアレルギーにならない体

質だった。ところが、今や世界で一番アレルギー体

質なんです。４０年前、アレルギーにかかっていなか

っ た の は 、 お 腹 の 中 で 回 虫 を 飼 っ て い た か ら で す。

身の回りのばい菌を大事にしていたわけです。しか

し、回虫は気持ちの悪いと追い出しました。回虫の

感染率が１９５０年に６２％、１９６０年には２０％、１９６５年は

５％でした。そのころから、花粉症、アトピー、喘息

が出てきたんです。それは、私たちが持っている自

然治癒力をわざわざお金を使って追い出したからで

す。私は綺麗にすることは非常に良いことですけど、

商品を「抗菌」と称し化学物質で綺麗にして、その

余分なものを燃やしたためにダイオキシンが出てき

た。洗剤の数もすごく多いですね。そういったもの

が環境ホルモンを生んで、癌を引き起こしたりして

いるわけです。綺麗にすることは良いことですけど、

行き過ぎて私たちは、私たち自身を非常にゆがめて

い る 気 が 致 し ま す。
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「ダイオキシンは危険ではない」

／、こ反論
ＳＷｉｌｔｌｔｌ
　

常 任 幹 事 藤 原 寿 和 ぁ

はダイオキシンに対しては、「閥値」がないという

前提で、発ガンの発生を１０万人に１人に抑えるよう

に実質安全量（ＶＳＤ）が設定されていました。米国

の食品医薬品局（ＦＤＡ）ではａ（Ｘ５７ｐｇ・ＴＥＱ／ｋｇ／日

（１９８３年）、疾病管理センター（ＣＤＣ）では

０．０毎球重・ＴＥＱ／ｋｇ／日（１９＆４年）、環境保護庁

（ＥＰＡ）では０．０１ｐｇ・ＴＥＱ／ｋｇ／日（１９９４年）という

数値が提案されています。環境保護庁は、約６０００人

の労働者を対象に行った被曝調査の結果など、具体

的な人体への影響の調査結果に基づいてＶＳＤを算定

しています。この本では、このようなデータがまっ

たく無視されています。

塩ビの焼却とダイオキシンの発生に関係はない？

やはりここでも都合の悪いデータは無視されてい

ます。たしかに塩ビは関係ないとする文献もありま

すが、東京都の環境科学研究所や摂南大学の宮田秀

明教授が行った発生メカニズム調査では関係がある

とされています丿賢兄的な調査結果を見る限りでは、

関係があるという文献の方が多いのではないでしょ

うか。ただ、関係がないという結論を出しているレ

ポートについて検証しようとしても、実験方法の詳

糾がないため検証できないことが多いのです。例え

ば以前、塩ビ諭争があった際に東京と大阪で塩ビ

エ業・環境協会の方と市民、学者をまじえた公開討

論会を行いました。そのときに塩ビエ業・環境協会

から食塩でもダイオキシンが生成するというデータ

が出されました。結米のグラフはありましたが、ど

ういう実験試料を使って、どのような燃焼条件の下

で実験したのかということは分かりませんでした。

ダイオキシン猛毒説は妄想で、ダイオキシ
ン類対策特別措置法は亡国法。そんな主張を
するｒダイオキシン神話の終焉』（日本評論

社）が、マスメディアで取り上げられ、波紋
を呼んでいます。この本に書かれていること
は事実なのか、国民会議常任幹事の藤原寿和
さんにお話を伺いました。

ダイオキシンの劃生は急性毒吐だけではない

この本の中で、「ダイオキシンは危なくない」と

言っているのは、死に至る急性毒性についてのみで

す。たしかに通常の環境から摂取しているダイオ

キシンの量では急性毒性は現れません。しかしこの

本では発ガン性や、超微量な摂取により引き起こさ

れる慢性的な影響、内分泌かく乱作用による生殖障

害や免疫機能障害、脳神経障害などの健康リスクに
ついては、ほとんど触れていません。これらは従前

の毒性学の概念だけでは解明できず、国民会議でも

問題としているものです。また、一生の影響を与え

る胎児へのリスクについても、まったく考応してい

ま せ ん。

無視された毒｜蝕刊面

世界保健機構（ＷＨＯ）や欧米各国では耐容一日

摂取量（ＴＤＩ）を定めるなど、日本よりずっと早い

段階からダイオキシン対策を講じています。ＴＤＩは
一定量以上で健康リスクが生じる「閥値」（いきち）

があるという前提で、実験などで得られたデータに

安全率を掛けて計算されるものです。一方、米国で

ΦＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯ１２３



通常食塩は低温では分解しませんが、この実験の場

合は、活性白土と反応させて塩化水素に分解させ、

ダイオキシンの発生につなげるというカラクリがあ

りました。

東京都環境科学研究所では、塩ビの量と発生する

ダイオキシンの量に相関性があるというデータを出

しています。このデータが正しいかどうかについて

も、もっと検証が必要かもしれませんが、少なくと

もこの本ではまったく触れられていません。

ダイオキシン法は「亡国の法」か？
ダイオキシン類対策特別措置法（以下、ダイオキ

シン法）のゴミ焼却に対する規制７うｉ焼却炉の大型化

につながっていることを批判しているようなのです

が、具体的にどの部分がどう問題なのか指摘がない

ために議論ができません。ダイオキシン法について

は、国民会議としても、ＴＤＩが４ピコグラムでは高

すぎること、食品基準が設定されていないこと、母

乳対策がないこと、上流での素材対策なしで廃棄物

対策に止まっていることなどを問題として指摘して
います。しかし、不十分な点があるといっても、法

律の規制内容そのものが間違っているわけではあり

ません。ただし、国民会議は、ダイオキシン法に基
づく規制を進める際に補助金などにより、ガス化

溶融炉などが選択されやすいように政策誘導されて

いることに問題があると考えています。

学校焼却炉は子どもたちを危険にさらす
この本では学校焼却炉の廃止は間違いだったと書

いていますが、根拠がありません。学校焼却炉から

のダイオキシン排出実体を調べたデータはありませ

んが、類似の家庭用小型焼却炉の場合では、不完全

燃焼により生じたダイオキシンが低い煙突からは拡

散をせず、高濃度のまま落下することが分かってい

ます。学校焼却炉の煙が校舎に入って、子どもたち

が吸込むということになると、発達過程にある子ど

もへの影響が心配されます。子どもには大人の基準

以上に厳しい基準を設置しなければなりません。そ

れができないから、学提焼却炉を撤去すべきだとい

う運動かおこり、実際に撤去されたという認識が欠

如しています。

公開討論を望む

カネミ油症事件について、推測に基づいて書かれ

た部分力甘文多くあります。そこで、カネミ油症被害

者支援センターが、著者に公開討論を申し入れたの

ですが、多忙であるという理由で断られました。今

は、公開質問書を送付する準備を進めています。

最近になって、ダイオキシンに関する市民運動を

始めた人たちに対して、行政側が「ダイオキシンは

心配ないから述動はやめろ」とこの木を提示するよ

うなことも起こっています。市民運動に携わるもの

として、都合の良いデータを一方的に言い放つとい

う姿勢は無責任で許されないことと思います。

確かに、著者が指摘するように、ダイオキシンに

ついては、市民側の出したデータに問題がありまし

た。しかし、公害の歴史を振り返っても、常に被害

者が問題提起を行い、不十分ながら調査をして、よ

うやく行政が重い腰をあげるという構図がありま

す。科学的な真理を追究することは否定しませんが、

学者同士の論争も含めて対話を持つことが重要だと

思います。著者と公開討論の場で直接議論できるよ

うに働きかけを続けていきます。

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ２３Φ



！景境１法の今・第１３回

「土壌汚染対策法」

０２年５月２９日に成立した土壌汚染対策法が、

０３年２月１５日に施行されました。

よ う や く 制 定 さ れ た 土 壌 汚 染 対 策 法 で す が、

実はいろいろな問題を抱えた法律です。内容と

問題点、課題について見てみたいと思います。

１ ． 土 壌 汚 染 対 策 法 の し く み

土壌汚染対策法は、８章、全４２条及び附則か

らできています。本法の目的は、「土壌の特定有

害物質（鉛、砥素、トリクロロエチレン、その

他）による汚染の状況の把握に関する措置及び

その汚染による人の健康に係る被害の防止に関

する措置を定めること等により、土壌汚染対策

の実施を図り、もって国民の健康を保護するこ

と」です（第１条）。制度の柱として、土壌汚染

状況調査の制度、並びに、土壌汚染による健康

被害の防止措置（汚染の除去・汚染の拡散の防

止その他必要な措置を命ずる措置命令、及び土

壌の採取その他の土地の形質の変更についての

届出制と計画変更命令）の制度が設けられてい

ます。その他、土壌汚染調査の結果特定有害物

質により一定程度以上汚染されている区域を指

定区域とすること、土壌汚染状況調査を行う指

定調査機関、助成金の交付や助言、知識の普及

などを行う指定支援法人制度の設置、及び罰則

が 定 め ら れて い ま す。

２．問題点

（１）汚染「対策法」であって「防止法」ではな

い

本法は、汚染状況を調査し、その結果、人の

健康に係る被害が生じ又は生ずるおそれがある

ものとして政令で定められる基準を超えた場合

だけ指定区域に指定したうえで汚染の除去等の

措置を命ずることができるとしており、 -一定程

ΦＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ．２３
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度以上の汚染のある土地についての事後対策を
定めているにすぎません。大気汚染防止法、水
質汚濁防止法などは、予防的観点から汚染を未
然に防止するための仕組みを持っていますが、
土壌汚染対策法にはこのような仕組みがないの
です。環境省は、水質汚濁防止法の規制により

土壌汚染の未然防止は図られるという解釈のよ
うですが、土壌を汚染する危険があるのは水質
汚濁防止法の規制対象となる施設だけではあり
ませんから、土壌汚染には独自の未然防止規定
が必要と考えられます。汚染が判明したら対策
すればよいというものではありません。そもそ

も土壌を汚してはならないのだという視点が必
要なのです。
（２）「人の健康」にしか配慮していない
先に、同法の目的（第１条）に見たように、

この法律は「人の健康の保護」だけを目的にし
ています。これまでは、これすら無かったわけ

ですから、一歩前進と言うべきでしょうが、既
に世界の環境保護法は人の健康だけでなく生態

系の保全に配慮するのが当然という時代ですか
ら、２００２年になってようやく制定された法律と
しては遅れているとの感を免れません。

（３）調査の契機が限られている
同法では、①有害物質使用特定施設の使用が

廃止されたとき（操業中の施設は対象になりま
せん）、②土壌の特定有害物質による汚染により
人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるもの
として政令で定める塞準に該当する土地がある
と称道府県知事が認めるときの２つの場合のみ
調査を命じることができるものとされています。
そのうえ、①②にあたるとしても、政令で調査
をしなくてよいとされる場合が定められる予定



のため、調査の契機はさらに限られます。この

ように、限られた場合にのみ調査が行われ、そ

の 結 果 一 部 の 土 地 だ け が 指 定 地 域 に 指 定 さ れ、

そのうち、さらに一部にのみ措置命令を発する

ことができるという構造になっており、措置命

令 に 至 る ケ ース は 極 めて 限 定 さ れ る こ と が 予 想

さ れ ま す。

（４）地下水汚染対策が不十分

土壌汚染に伴って同時に地下水汚染が進行す

る場合が多いと言われていますが、本法の地下

水汚染対策は極めて不十分です。地下水は重要

な水質源です。人の飲用に供すると否とにかか

わ らず、 汚 染 を 放 置 して よ い も の で は あ り ま せ

ん。汚染された地下水は汚染を拡散させてしま

います。水質汚濁防止法には、地下水の水質の

浄 化 の た め の 措 置 命 令 の 制 度 が あ る の で す が

（本法１４条の３）、現在までに一度も発令されて

お らず、 当 時 の 環 境 庁 と 通 産 省 の 覚 書 の 内 容 か

らして今後の発令も期待薄です。土壌環境保全

は当然地下水対策を含むべきで、本法も地下水

汚染対策に配慮したものであるべきでした。

（５）汚染土壌の行方

本法では、汚染状況調査の結果一定以士。の汚

染が認められたために指定区域に指定された土

地 に つ いて は 、 土 壌 の 採 収 ・ 搬 出 な ど に 規 制 が

かかります。しかし、それ以外の土地について

は、汚染土壌の搬出を予防することはできない

し、指定前にすべり込みで汚染上壌を搬出して

しまうなどの汚染土壌拡散行為に対する手だて

がありません。調査時点から形質の変更を禁止

しておく、汚染土壌の搬出先、処理方法などを

監視するなどのシステムも必要でしょう。

（６） 住民参加の制度が全く
調査 措置ｔ・木法には

ない
関する情報の公開

入れるなど必要な手法を取り入れて

土壌汚染対策がなされるよ

い ま す。

３．課題

以 上 の よ う に 、 本 法 は、

要な事項のうちのごくごく

土壌環境の保全１～
一 部 に つ し

分な対策を定めたもの１。

になりますが

確に受け止め

木来は

すぎ ま せ ん。

Ｗ、

人の健康のみならず生態系Ｃ

とと

し た。

今 後、

附帯決議
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に し な が ら 、 運 用 の 改 善 を 働

、 法 改 正 に 向 け て 活 動 して い

な い と 思 わ れ ま す。

きかける；

くより他Ｃ．

もひとつの足掛り

本法の施行状況を注憲深く 見 守 っ て

附帯決議には法的拘束力はあり ませんが
などの項目が盛り込まれま

き検討を進める

見直しを行なう

本法の規定につき施行後適宜

慮し、土壌汚染を未然に防止し、汚染が生じた

場 合 に つ いて は 充 分 な 浄 化 対 策 を す る と い う 抜

本 的 な 法 律 が 必 要 で あ っ た は ず で す。 わず か に、

附帯決議に未然防止。・生態系への配慮などにつ

土壌環境の重要性を正

必
て、 不 十

繰り返し

引こするべきだと

より 良り

手 続 へ の 住 民 参 加 の 視 点 が 全 く あ り ま せ ん 。 私

有 財 産 で あ る 土 地 に つ いて、 所 有 権 者 ・ 管 理 者

等 以 外 の 者 の 関 与 を 嫌 っての こ と と 思 わ れ ま す

が 、 土 地 は 他 方 で 環 境 そ の も の で あ って、 極 め

て 公 共 的 な 性 格 の も の で す。 現 所 有 者 が 情 報 を

独占できるとか、対策につき周辺住民の意見を

聞 く 必 要 が な い と い う も の で は あ り ま せ ん 。 公

共の福祉の観点から、仕民参加を積極的に取り
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環 境 政 策 へ の 国 民 参 加 を 提 言 す る
世界資源研究所（ＷＲＩ）
ト

ｒ -’
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「リオ原則１０を進めるパートナーシップ」を発表するエレ
ーナ・コトボ研究員（右）、ジョナサン・ラッシュ所長（左）

（ヨハネスブルグ・サミットにて）
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る 、産業界が排出する温室効果ガスを測定し報告す

る手法の普及を図る、ビジネススクールでの教育に

Ｆ持続可能な発展」の概念を入れる、などのプロジェ

クトである。２０カ国以上１５０人余りの専門家が活動の

中心で、彼らのネットワークは５０カ国以上に及ぶ。

上述の約束文書もそのネットワークから生まれた。

環境事項に関する情報公開・国民参加・司法への

アクセスをすすめる欧州条約（オーフス条約）の案

文作成段階から関わったのも世界資源研究所である。

日木でも、環境政策への市民社会、ＮＧＯが参画

する機会を拡大しようという声が高まっている。国

民参加の法律での明文化を研究する会も、国民会議

を斗Ｆ務局に行われている。先駆者とも言える世界資

源研究所との接点は、今後増えてくるだろう。

ホームページは、http://www.Ｌｉｇｃ.org

昨 夏開催された国連環境・開発サミット（ヨハネ

スブルグ、南アフリカ）で、国民の環境政策への参

加を進める約束文書が発表された。英国、メキシコ

など８カ国政府とＥＵ、世銀、国連開発計画、さら

に３０余りのＮＧＯがパートナーシップを組んで、国

内での取り組みを強める。リオ原則１０の「環境問題

は、関心ある市民すべてが参加した時、最善の解決

がもたらされる。各国政府は、環１？工関連情報の公開、

意思決定への市民参加、司法へのアクセスを促進し

なくてはならない」を具体化するものだ。今年夏ま

でに最低２０以上の国の参加を目指すという。

「リオ原則１０を進めるパートナーシップ」と呼ば

れるこの約束文書の事務局としてまとめ役を務めた

のが世界的な環境政策のシンクタンク、世界資源研

究所である。月本では黒坂三和子氏が代表をつとめ

る。同研究所は、１５）８２年に設立されて以来、科学的

な 調 査 に 基 づ く 政 策 提 案 を 政 府 、 国 際 機 関 、 企 業、

ＮＧＯ／ＮＰＯに行ってきた。設立十数年目頃から、

シンク十ドウ・タンクとして提案した政策案の実施

行動を各機関と共同で行うことにも力を入れてきて
いる。例えば、グリーン電力市場の発展を成長させ
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（ 最 近 の 国 際 動 向 ）

■ 東 南 ア ジ ア ・ 南 ア ジ ア の “ ゴ ミ 捨 て 場 ’ Ｉ 事 情

東 南 ア ジ ア ・ 南 ア ジ ア の ゴ ミ 捨 て 場 が 、 環 境 汚 染 に よ

る 注 目 を 集 め て い る 。 こ の 地 域 で は 、 固 形 廃 棄 物 が 道 切

な 焼 却 管 理 施 設 の 下 で 必 ず し も 処 理 さ れ る わ け で は な い

た め 、 ダイ オ キ シ ン や そ の 他 の 毒 性 物 質 に よ る 深 刻 な 汚

染 の 進 行 が 懸 念 さ れて い る。
テ レ ビ で も 良 く 見 る シ ーン だ が 、 東 南 ア ジ ア ・ 南 ア ジ

ア の ゴ ミ 捨 て 場 は 、 貧 し い 住 民 地 区 に 適 切 な 管 理 も さ れ

ず 野 晒 し に 積 み 上 げ ら れて い る よ う な 場 合 が 多 い 。 英 語

では、”ＯｐｅｎＤｕｍｐｉｎｇＳｔｅ”と呼ぶ場所である。フィリピ
ン、 カ ン ボ ジ ア、 イ ン ド 、 ベ ト ナム の こ の よ う な ゴ ミ 捨

て 場 の 土 壌 調 査 を 行 い 、 総 合 的 な 環 境 汚 染 事 悄 を 報 告 し

た も の が 、 こ の 調 査 研 究 成 果 で あ る。

フィ リ ピ ン や カ ン ボ ジ ア の ゴ ミ 捨 て 場 の 土 壌 に 含 ま れ

るＰＣＤＤｓやＰＣＤＦｓ類は、他国のゴミ焼却施設やゴミ埋立

地 か ら 過 去 に 報 告 さ れ た 値 よ り も 高 い 濃 度 を 示 し た 。 更

に、インド、フィリピン、カンボジアで農地Ｊ？都１１」‘の土

壌 汚 染 濃 度 を 調 査 し た 結 果 、 そ の 値 は 通 常 の 環 境 状 態 と

し て 判 断 で き る も の で あ っ た 。 こ れ ら の 調 査 か ら、
ＰＣＤＤｓやＰＣＤＦｓ類が最近になって生成されたと考えられ、

これらのゴミ捨て場がその生成・排出源であると」不が明ら

か に な っ た。
ゴ ミ 拾 いで 生 計 を 立 て る 人 な ど が ゴ ミ 捨 て 場 で ゴ ミ を

燃 す 行 為 や 、 ゴ ミ 捨 て 場 か ら メ タ ン ガ ス が 発 生 し 低 温 の

不完全燃焼が起きている事が、ＰＣＤＤｓやＰＣＤＦｓ類の生
成り剔Ｊｊの原因となっている。フィリピン、カンボジア、

イ ン ド 、 ベ ト ナ ム の ゴ ミ 捨 て 場 で １ 年 問 に 蓄 積 さ れ る

ＰＣＤＤｓやＰＣＤＦｓ類の蓄積量は、２０～３９００ｍｇ／ｙｒ（０．１２～

３５ｎ瑶ＴＥＱ）であるが、その土壌汚染は各国の環境基準

値を大きく超えるものである。よって、ゴ｀ミ捨て場付近

の 住 民 や 生 物 に 対 す る 健 康 被 害 が 懸 念 さ れ 、 皮 膚 や 土 壌

か ら 摂 取 さ れ る ダイ オ キ シ ン 頬 の 推 定 量 は 子 供 の 方 が 多
い と 考 え ら れて い る 。 こ の た め 、 こ れ ら の 国 の ゴ ミ 捨 て

場 付 近 で は 、 大 人 よ り も 子 供 の 健 康 被 害 リ ス ク の 方 が 高
い と 考 え ら れ る。

他 国 の 汚 染 報 告 と 比 較 して も 、 汚 染 状 況 が 深 刻 で あ る
こ と か ら 、 ア ジ ア 地 域 の 開 発 途 上 国 で は ゴ ミ 捨 て 場 の ダ

イ オ キ シ ン 汚 染 対 策 が 急 が れ る 。 数 々 の 環 境 汚 染 問 題 を

克 服 し 、 高 度 な 環 境 技 術 を 蓄 積 して き た 日 本 の 貢 献 に 大

き く 期 待 し た い も の で あ る。

（出所：ＰａｔＣｏｓｔｎｅｒ、Ｇｒｅｅｎｐｅａｃｅｌｎｔｅｒｒｌａｔｉｏｎａ１、Ｐ．０、Ｂｏｘ
５４８、ＥｕｒｅｋａＳｐｒｉｎｇｓ、Ａｒｋａｎｓａｓ７２６３２、ＵＳＡ）

翻 訳 ： 森 谷 隆

■スペイン・ベルギーでも魚からのダイオキシン類摂
取が多い！
日本は世界も驚く海産物大消賞国であるのは言うまで

もなく、人間の健康に悪彫響を及ぼす化学物質を魚から
摂取する一人当たりの量が一番多い国であることも良く
知られている。これまで欧米諸国では、食文化の違いか
ら、魚から摂取する汚染物質の量は少ないとされ、軽視
してきた背景があるが、スベインとベルギーから今回報
告された調査研究成果は、これに讐告を嗚らすものであ
る。
スベイン、カタロニア地方で調査された一般人のダイ

オキシン類の摂取割合は、魚貝類からが３１％（９５．４ｐｇ
ＷＨＯ-ＴＥＱ／ｄａｙ（７８．４ｐｇｌ-ＴＥＱ／ｄａｙ））、乳製品からが
２５％、シリアルからが１４％、肉類からが１３％、その他の食
品からが２０％以下で、魚介類からが非常に多い。
ベルギーで調査された食品に含まれるダイオキシン類

平均含有量は、下記結果リストが示す通りであるが、ベ
ルギーでも、魚介類からのダイオキシン摂取山１ヒ７う叱ヽ然的
に多い事が簡単に予想できる。

【魚介類】
・かれい：

・にしん：

・海老：

・カサゴ類：

・鮭：

【肉類、乳製品】
・個人牧場生産の牛乳：

・乳製品加工工場生産の牛乳：

・牛肉：

・豚肉：

・鶏肉：

・羊肉：

１６．９ｐｇＴＥＱ々 ｌｉｐｉｄ

１５．８ｐｇＴＥＱ々 ｌｉｐｉｄ

６．０ｐｇＴＥＱ々 ｌｉｐｉｄ

７．４ｐｇＴＥＱ々 ｌｉｐｉｄ

４１５ｐｇＴＥ印ｇｌｉｐｉｄ

３．５ｐｇＴＥＱ／ｇｌｉｐｉｄ

２．０ｐｇＴＥＱ々 １ｉｐｉｄ

１．９ｐｇＴＥＱなｌｉｐｉｄ

１．８ｐｇＴＥＱ／ｇｌｉｐｉｄ

Ｌ４ｐｇＴＥＱ４１１ｐｉｄ

ｌ．４ｐｇＴＥＱ／ｇｌｉｐｉｄ

こ れ ら の 調 査 研 究 結 果 が 示 すよ う に 、 日 本 同 様 、 ス ペ

イ ン、 ベ ル ギ ー で も 魚 介 類 か ら の ダイ オ キ シ ン 類 摂 取 に

よ り 発 ガ ン 性 や そ の 他 の 健 康 被 害 リ ス ク が 高 ま っ て い る
こ と が 予 測 数 値 に も 表 わ れて い る。

陸 上 汚 染 、 大 気 汚 染 、 海 洋 汚 染 な ど 、 人 間 活 動 に よ り

排 出 さ れ て い る も の が 周 り 回 っ て 人 間 に 跳 ね 返 っ て き て
い る 事 が 非 常 に 明 確 で あ る 。 物 を 買 う 時 、 物 を 捨 て る 時、

責 任 を 持 っ て 選 択 ・ 廃 棄 し 、 少 し で も 汚 染 に 歯 止 め を 掛

け た い も の で あ る。

（出所：ＰａｔＣｏｓｔｎｅｒ、Ｇｒｅｅｎｐｅａｃｅｌｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａ１、Ｐ．０．Ｂｏｘ
Ｆ５４８、ＥｕｒｅｋａＳｐｒｉｎｇｓ．Ａｒｋａｎｓａｓ７２６３２、ＵＳＡ）

ＮＥｖｖｓＬＥＴＴＥＲＶＯ１２３Φ
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上記実行委員会主催、ＮＰＯ法人レイチェル・カーソン日本協会共催のフォ
ーラムが今年の秋１０月２７日昼から２９日昼まで開催されます。

フォーラムの目的は、レイテェル・カーソンに学び、大切な地球と環境・自
然と人とのつながり・私たちが子どもたちへ引き継ぐべきものを語り合うこと

です。上遠恵子さん（日本協会理事長）の基調講演やシンポジウム、その他多
くの団体や個人のワークショップも予定されており、ワークショッフ参加者も

募 集 中 で す。

参加費は２９、０００円以下とすることだけ決まっています。平日ですが、１日
だけでも半日でも、秋の清里へおいでになりませんか。

準備事務局は田和さん（０３-３８１１-５５１１）と深川さん（０４７-３３３-２６５５）
で す。

菌 ’ - ＝ ‘ ’ 言 Ξ ｉ ″ - ・ べ ＝ Ｉ ≒ … … …

この４月より、事務局を担当させて頂いております渡辺と申します。どうぞ、

よろしくお願い致します。

まだ国民会議の全体を把握できていない状態ですが、既にはっきりしている
のは、事務局には非常に多くの事務作業があること。もし皆様のなかで、ボラ
ンティアとしてお手伝い頂ける方がいらっしゃいましたら、大歓迎です。事務

局は、原則として月、水、金の昼に開いておりますが、会議などにより曜日、

時間を変更することもしばしばあります。電話やファックス、メールなどによ
り、予定を事前にご確認いただいた上、作業をお手伝い頂ければ幸いです（外

出することもあるので、ファックスやメールの方が確実です）。

編集後記
○有事

広報委員会委員長佐和洋亮

「有事」とは「戦争」のこと。戦争は人
殺し。そこでは、最も効率的な殺人の方法
が取られる。
イラク戦争が終わってまだ２ヵ月余り。

目下の話題は日本の「有事」に移っている。
本稿はイラク戦争の若干のメモリーである。
それは、地球の環境汚染の記録でもある。

＝米統合参謀本部は、開戦２週間で、約１

万発の爆弾を投下したと発表＝
〈劣化ウラン弾〉濃縮ウランを作る際に出
来る安価な劣化ウランを使用した大量破壊
兵器。爆発・燃焼時に拡散するウランの微
粒子が人体に入り、白血病やガンの原因に
なるとされる。
湾岸戦争やコソボ空爆でも使われ、「湾岸

症候群」として、今でも多くのイラク国民
が、ガンで苦しんでいるという。最近も、
イラク国内から「高濃度の放射能が検出」
という報道があった。
〈クラスター爆弾〉１発に２００個以上の子
爆弾が入っており、５００メートル四方に飛び
散る。‘６（）年代のベトナム戦争やアフガンで
も使用され、子どもが犠牲になる事例が続
き、無差別殺傷の非人道兵器だと言われた。
約３害りの子爆弾が不発弾となったり、また、
人が触れると爆発するものもあり、「第２の
対人地雷」といわれている（ヨルダンの空
港で爆発し、日本人記者が逮捕されたのも
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４月３日オーフスネット準備会合
４月１０日常任幹事会
５月１４日ダイオキシン委員会
５月１７日食品プロジェクト出版記念シンポ
ジウム「食品のダイオキシン類汚染一魚介類
を中心にー」立川国民会議代表ほか
５月１７日常任幹事会
５月２７日オーフスネット準備会合

この子爆弾の疑い）。
日本の航空自衛隊も、‘８７年以降１６年間、

予算書に明示せずに、総額１４８億円分を購入
していたことが最近判明。
〈トマホーク巡航ミサイル〉開戦後の２週
間に７００発以上を発射したとされている。Ｇ
ＰＳ（人工衛星利用測定システム）で位置
を定め、頭部のカメラで目標付近に突入す
る。「命中誤差１０メートル以内」とされてい
るが、それは半数の爆弾が目標の半径１０メ
ートル以内に落ちるという意味。残りの半

数は、それから外れるということで、実際
は、５００ポンドクラスの爆弾でも半径３００メ
ートル以内の人や建物に被害を及ぼすとさ

れる。市場・病院や民家などに大きな被害
が出た。死者は数千人といわれるが、正確
な数は不明。
他に、やはりＧＰＳの精密誘導兵器とし
て、地下３０メートルまで貫通してから爆発
するバンカーバスター弾（地下貫通型爆弾）
や液体燃料を空中で爆発させ、衝撃波と熱
で目標を破壊するデージーカッター（巨大
なきのこ雲が上がる）等があった。

戦争は、最も悲惨な大きな環境破壊であ
る。ところで、ブッシュさんが、もし、中
東和平を果たすと、「ノーベル平和賞」の声
もかかるかも知れないと、今日ラジオが言
っていた。

ダイオキシン
国民会議

環境ホルモン対策
提言と実行
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